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新潟県立阿賀黎明高等学校いじめ防止基本方針 
令和８年４月１日 

１  いじめ防止に向けての基本理念 
(1)  いじめの定義等 

「児童等に対して、当該児童等が在籍する学校に在籍している等当該児童等と一定の人的関係
にある他の児童等が行う心理的又は物理的な影響を与える行為（インターネットを通じて行われ
るものを含む。）であって、当該行為の対象となった児童等が心身の苦痛を感じているもの」で
ある。（いじめ防止対策推進法 第２条） 
個々の行為が「いじめ」に当たるか否かの判断は、表面的・形式的に行うことなく、いじめら

れた生徒の立場に立って判断するとともに、「心身の苦痛を感じているもの」との要件を限定的
に解釈することがないよう努める。 

(2) いじめ類似行為の定義 
「児童等に対して、当該児童等が在籍する学校に在籍している等当該児童等と一定の人的関係

にある他の児童等が行う心理的又は物理的な影響を与える行為（インターネットを通じて行われ
るものを含む｡）であって、当該児童等が当該行為を知ったときに心身の苦痛を感じる蓋然性の
高いもの」とされている。（新潟県いじめ等の対策に関する条例第２条２項） 

(3) 基本理念 
全ての生徒が安心して学校生活を送ることができるよう、日頃から、「いじめを許さない」意

識の醸成やお互いを尊重し合う人間関係の構築、いつでも誰でも相談できる体制の整備等、いじ
めを未然に防止することを旨とする。 
いじめが発生した場合には、次の①～③について留意し、組織的に対応する。 

① いじめを受けた生徒の生命・心身を保護することが特に重要であるとの認識を全教職員で共
有し、県、学校、家庭、地域、関係機関等が連携して、いじめ問題の克服に取り組む。 

② いじめを行った生徒への指導に当たっては、いじめは相手の人格を傷つけ、生命をも脅かす
行為であることを理解させ、自らの責任の重さを十分自覚させるとともに、当該生徒が抱える
問題等、いじめの背景にも目を向け、健全な人格の発達に配慮する。 

③ いじめを認識しながらはやし立てたり面白がったりする生徒や、周辺で傍観している生徒に
対しても、それがいじめに間接的に加担する行為であることを自覚させ、全ての生徒が、いじ
めは決して許されない行為であることを十分理解できるようにする。 

 
２  いじめ防止に向けた指導計画 

いじめ防止に向けた指導を生徒指導の４層の支援構造である、①発達支持的生徒指導、②課 
題未然防止教育、③課題早期発見対応、④困難課題対応的生徒指導と重ね合わせ、ホームル 
ーム指導、教科指導、特別活動、部活動、人権教育、同和教育など全ての教育活動において 
指導計画の中に位置付け、体系的・計画的に行う。 

(1)  発達支持的生徒指導 
【目標】 
〇「自分の大切さとともに他の人の大切さを認めることができる」人権感覚の育成 
〇発達段階に応じた法教育を通じた市民性の育成 
〇全ての児童生徒にとって安全で安心な学校づくり・学級づくり（以下は留意点） 
① 「多様性に配慮した」学校づくりを目指す。 
教室が、様々な考えや意見を出し合える自由な雰囲気となるように努め、生徒がお互いの 
違いを理解し、「いろいろな人がいた方がよい」と思えるような働きかけを行う。 

② 生徒間の人間関係が固定されることなく、誰に対しても対等で自由な人間関係が築かれ 
るようにする。 
生徒のやろうとすることを認め、応援することで、学校が居場所であると思ってもらえ 

るようにする。 
③ 「どうせ自分なんて」と思わない自己信頼感を育む。 
自己への信頼は、主体的に取り組む共同の活動を通して他者から認められ、他者の役に立 
っていると実感することによって育まれる。その一つの方法として、積極的に「異年齢交 
流」に取り組む。 

④ 「困った、助けて」と言えるように適切な援助希求を促す。 
「困った、助けて」と言える雰囲気と、「困った」をしっかり受け止めることができる体制 

を学校の中に築く。 
【具体的な取組等】 
ア いじめが発生する心理を理解するための「いじめに関する授業・講演会」 
イ いじめの４層構造を理解し、「仲裁者」や「相談者」になるためのホームルーム活動 
ウ 「ＳＮＳ教育プログラム」、「ＳＯＳの出し方に関する授業」 
エ ソーシャルスキルトレーニング、ピアサポートトレーニング、ストレスマネジメント教育 
オ 教職員の「いじめられる側にも問題がある」という誤認識の修正、障がいの適切な理解 

(2)  課題未然防止教育 
【目標】 
〇「いじめに向かわない態度・能力」の育成 
〇「いじめを生まない環境づくり」 
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【具体的な取組等】 
① いじめ未然防止教育の取組 
いじめの起こらないホームルームづくり及び学習指導の充実 
ア より良く成長し合えるような集団活動を行うために、「生徒一人一人を尊重」し、「生徒 
が互いのよさや可能性を発揮し、生かし、伸ばし合う」ホームルームづくりに努める。 

イ 生徒がいじめの問題を自分のこととして捉え、考え、議論することにより、いじめに対し
て正面から向き合うことができるような実践的な取組を充実させる。 

ウ 学級担任が、いじめられる側を「絶対に守る」という意思を示し、根気強く日常の安全 
確保に努める取組を行うなどして学級担任への信頼感とホームルームへの安心感を育み、 
ホームルーム全体にいじめを許容しない雰囲気を浸透させる。 

エ ＤＬの視点から「自信をもたせる授業」「コミュニケーション能力を育む授業」「一人 
一人の実態に配慮した授業」を目指し、意欲を持って学びに向かう授業づくりに努める。 

オ 道徳教育の充実 
道徳教育を一層充実させることにより、豊かな心を育み、人間としての生き方の自覚を 
促し、生徒の道徳性を育成する。 
「生きるⅣ」「生きるⅤ」等を活用したり、参加体験型学習を行ったりして人としてより 
よくいきるための基盤となる道徳性を育成する。 

カ 特別活動の充実 
特別活動の特質である望ましい集団活動を通して、人間関係を築く力を育てる。 

生命や自然を大切にする心や他人を思いやる優しさ、社会性、規範意識などを育てるた 
め、自然体験活動や体験学習など様々な体験活動の充実を図る。 
生徒会活動を通して、「生徒自らの手による学校生活改善に向けた取組」を充実させる。 

また、いじめ根絶に向けた取組など、生徒の主体的な活動を支援する。 
② 人権を守る視点から考えるいじめの未然防止 

教職員一人一人が人権感覚を磨き、生徒への指導にあたる。 
生徒が、いじめは人格を傷つける人権侵害行為であり、時には身体・生命・財産の安全を

脅かす犯罪行為にもなるという認識を持つように指導する。 
いじめ防止対策推進法や阿賀黎明高等学校いじめ防止基本方針についての理解を深めると

ともに、法律の意味や役割について学ぶ機会を持つことで市民社会のルールを守る姿勢を身
に付ける。 

③ ＳＮＳ教育プログラムを行うことによるいじめの未然防止 
ＳＮＳ教育プログラムにおいて「適切なコミュニケーションのとり方」「ＳＮＳの特性と

怖さ」「ネットの適切な利用法」を自分事して考えたり、話し合ったりすることで、相手の
立場を考えたり、トラブルを回避する力を身につけさせる。 

④ 「ＳＯＳの出し方に関する授業」の実施によるいじめの未然防止 
ロールプレーなどの実践をとおして生徒がＳＯＳを出しやすい環境を整備し、教育相談の充
実を図る。 

⑤ 地域と連携した探究活動を行うことによるいじめの未然防止 
地域の社会人や中学生と関わりながら探究活動を行うことにより、適切なコミュニケーショ

ンのとり方を身につけたり、積極的に他者と関わろうとする態度を身につけさせる。 
(3)   課題早期発見対応 

① 些細な兆候であっても、いじめではないかとの疑いをもつ。早い段階から複数の教職員で的 
 確に関わり、いじめを軽視したり隠したりすることなくいじめを積極的に認知する。 
② 日頃から、生徒の見守りや信頼関係の構築に努め、生徒が示す小さな変化や危険信号を見逃 
 さないようにする。 
ア 定期的に「学年会」や「情報共有会議」を設定するなど、必要に応じて気になる生徒の情 
報を共有し、組織的に対応できる体制を整える。 

イ 教育相談週間を年に３回以上設定し、学級担任だけでなく、学年の教職員等が生徒と十分 
な面談を行う。 

ウ 教職員とスクールカウンセラー（ＳＣ）が情報共有できる体制を整える。 
エ 生徒が安心していじめを訴えられるように「いじめの実態を把握するための調査」や生徒 
 対象のアンケート等を工夫し、年３回以上実施する。 
オ 教職員による見守り活動を通して、十分な情報収集に努める。 
カ 生徒、保護者にいじめの相談・通報窓口を周知することにより、相談しやすい体制を整え 
 る。 

③ 生徒のいじめの疑いに関する情報があった時には「いじめ防止等対策委員会」を直ちに開催 
し、事実関係の把握といじめの疑いがあるか否かの判断を行う。また、いじめの疑いがである 
という判断を行った場合、いじめを受けた生徒、いじめを行った生徒に対する支援・指導の体
制・対応方針の決定と対応を組織的に実施する。 

④ いじめられている生徒・保護者への支援 
ア 速やかに事実を報告し理解を求めるとともに、いじめの事案に係る情報を共有する。 
イ いじめを解決する方法については、いじめられた生徒及び保護者の意向を踏まえ、十分話  
 し合った上で決定する。 
ウ いじめに係る行為が止んでも、その後、少なくとも３ヶ月は継続して十分な注意を払い、 
 必要な指導・援助を行う。 

⑤ いじめた生徒・保護者への指導・援助 
ア 事実を報告し理解を求めるとともに、いじめの解決のための協力を依頼する。 
イ いじめた生徒が抱える問題など、いじめの背景にも目を向ける。 
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ウ いじめた生徒が十分反省し行動を改めることができるよう、学校と保護者が協力して継続  
的に指導・援助に当たる。 

⑥ いじめが起きた集団（観衆・傍観者）への働きかけ 
ア 生徒全員に自分の問題として考えさせ、いじめは絶対に許されない行為であり、見逃さず 
根絶しようとする態度を行き渡らせるようにする。 

イ はやし立てたりする行為は、いじめを助長するものでありいじめと同様である。また、い 
 じめを止めさせることはできなくても、誰かに知らせるような勇気をもてるよう指導する。 

⑦ いじめ解消後の継続的な指導・助言に向けて 
ア いじめ解消後も卒業まで、継続的に双方の生徒の様子を観察しながら、組織的に指導・援 
 助する。 
イ 双方の生徒及び回りの生徒が、好ましい集団活動を取り戻し、新たな活動に踏み出せるよ 
 う集団づくりを進める。 

(4)  困難課題対応的生徒指導 
いじめを重大事態化させないためには、適切な対応を怠ればどのようないじめも深刻化する可 

   能性があるという危機意識を教職員間で共有した上で、組織的にいじめに係る情報を共有し、ケ 
ースに応じた対応策を検討していく。 
① 問題が複雑化し、対応が難しくなるケースについては、ＳＣを交えたケース会議で丁寧なア 
 セスメントを行い、多角的な視点から組織的対応を進める。 
② 問題に応じて、警察に相談するなど、学校外の関係機関等の密接な連携を図ること、及び関 
 係する生徒の保護者に対するきめ細やかな連絡と相談を行う。 

 
３  関係機関等との連携体制 

いじめ防止を目指す上で学校だけで抱えこまずに、地域の力を借り、医療、福祉、司法など 
の関係機関とつなげていく。 

(1) いじめ問題への対応における警察との連携 
① 重大ないじめ事案や犯罪行為として取り扱われるべきと認められる場合には、いじめが生徒 
 の生命や心身に重大な危険を生じさせる恐れがあることを十分に認識し、いじめ防止対策推進 
法第 23条第６項に基づき、直ちに警察に相談・通報を行い、適切に援助を求める。 

② 学校のみで対応するか判断に迷う場合であっても、被害児童生徒や保護者の安心感につなが 
 る場合もあることから、警察に相談・通報を行う。 

(2) ネットいじめへの対応 
① ネットいじめを発見した（情報を受けた）場合は、教育委員会と連携しながら当該いじめに 
 関わる情報の速やかな削除等を求める。 
② 児童ポルノ関連を含めインターネット上のいじめなど、犯罪行為として取り扱われるべき事 
 案は、匿名性が高く、拡散しやすい等の性質のため一刻を争う事態も生じることから、被害生 
徒及び保護者に対してより丁寧な情報共有を徹底して警察への相談・通報が直ちに行われるよ 
う努める。 

(3) 保護者・地域との連携 
① 保護者に「新潟県立阿賀黎明高等学校いじめ防止基本方針」について周知するとともに、地 
 域や県全体の「いじめ見逃しゼロスクール」への参加を促し、いじめ問題について保護者とと 
もに学ぶ機会を設定する。 

② 学校評価を活用しながら、「新潟県立阿賀黎明高等学校いじめ防止基本方針」について、学 
 校運営協議会や保護者の意見や要望を集め、取組の改善に努める。 

 
４  いじめ問題に取り組むための校内組織 
(1) 「いじめ防止等対策委員会」 

いじめ防止に関する措置を実効的に行うため、管理職・いじめ対策推進教員・生徒指導主事・ 
教育相談担当・養護教諭・各学年の担当者・ＳＣによるいじめの未然防止、早期発見、即時対応 
に関する取組、及び生徒・保護者・教職員との相談に関する業務を行うため、委員会を開催す 
る。 

(2) 「生徒指導に関わる情報共有会議」 
月 1回程度、全教職員で生徒についての現状や指導についての情報の共有、共通理解のための

会議を行う。 
(3) 「緊急生徒指導委員会」（家庭や地域、関係機関と連携した組織） 

緊急な生徒指導上の問題が発生した場合は、その場の適切な処置をとるとともに教頭に報告す 
る。教頭は、校長に報告し、校長の指示により敏速に支援体制をつくり対処する。また、状況に 
よっては緊急生徒指導委員会を開催し敏速な対応を行う。参加する緊急生徒指導委員は次の通り 
である。（校長・教頭・いじめ対策推進教員・生徒指導主事・ＰＴＡ正副会長・津川警察署・その 
他関係機関等） 
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